
　市の方針（素案）について、皆さんのご意見・ご提案をいただくため、市民意見募集（パブリック・
コメント）を行います。

市民意見募集（パブリック・コメント）を行います

問人事課（西有家庁舎）
　☎７３－６６２３　FAX：８２－３０８６
　〒859－2211 西有家町里坊96番地2
　： gyoukaku@city.minamishimabara.lg.jp

問防災課（西有家庁舎）
　☎７３－６６２２　FAX：７６－８６６５
　〒859－2211 西有家町里坊96番地2
　： dx@city.minamishimabara.lg.jp

●閲覧・提出期間
　１月５日㈪～２月３日㈫
　※紙媒体の場合は、市役所開庁時に限ります。

●閲覧場所…担当課、各支所
　※市ホームページにも公開・掲載しています。

●意見などを提出できる人
　・市内に在住・在勤・在学の人
　・市内に事業所などを有する人
　・本事案に利害関係を有する人

●意見の提出方法（任意様式で可）
意見内容（方針（素案）の箇所（項目やページ、
行など）とそれに対する意見）、住所、氏名を記載
の上、担当課または各支所に持参するか、郵送、
FAX、Ｅメールのいずれかで提出してください。

●意見に対する考え方の公表
お寄せいただいたご意見の要旨とそれに対する本
市の考え方（個人情報を除く）は、後日市ホームペー
ジなどで公表する予定です。

●注意事項
・計画（素案）をご一読の上、意見を提出してくだ
さい。

・意見提出用紙に住所・氏名が記載されていない
場合、受付できません。

・公序良俗に反する意見は、受付できない場合が
あります。

・電話での受付や、ご意見に対する個別の回答は
しません。

　人口減少社会に対応した持続可能な行政
運営に努めるため、行政改革に関する市の
基本的な考え方や、取り組みの方針を定め
るため策定します。

第５次南島原市行政改革大綱
（素案）

　第１期基本方針の成果を踏まえ、今後さら
なる持続可能で効果的なＤＸ（デジタル・トラ
ンスフォーメーション）を推進するため策定
します。

第２期南島原市DX推進基本方針
（素案）

共 　 通 　 事 　 項

　島原半島内の幹線道路網（高規格道路・国道・県道）の整備要望に加え、本市の重要課題に位置付けている
島原半島南部地域の高規格道路「島原天草長島連絡道路（深江町～口ノ津港間）」および、「島原半島西回り道
路（雲仙市～南島原市間）」の早期事業化に向け、長崎県・県議会・国へ要望活動を行いました。
　本年度実施した主な要望活動は次のとおりです。

※紙面の都合上、要望活動の一部のみを掲載しています。

市役所の担当課がわからないときは 南島原市役所　☎73－6600 へ

要　望　活　動（島原半島南部地域高規格道路建設促進期成会）

（国土交通省道路局長：左から3人目） （財務省主計局主計官：左から４人目）

要　望　活　動（島原半島３道路期成会）

（国土交通大臣政務官：左から４人目） （財務省主計官：左から４人目）

要望先または活動場所

要　望　活　動

島原半島３道路期成会 合同要望
●島原半島幹線道路網建設促進期成会
●愛野・小浜バイパス建設促進期成会
●島原半島南部地域高規格道路建設促進期成会

長崎県、長崎県議会
国土交通省九州地方整備局 長崎河川国道事務所
国土交通省九州地方整備局
国土交通省、財務省
県選出国会議員

●一般国道57号等県南地域幹線道路整備促進
期成会 要望

●島原半島南部地域高規格道路建設促進期成会 要望

問管理課（有家庁舎） ☎７３－６６７６

島原半島幹線道路網の合同要望を行いました
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https://sakaue-seikeigeka.com/
https://lin.ee/29QFltG
https://sakaue-seikei.reserve.ne.jp/sp/index.php?

